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④ＣＯ測定の結果、判定基準を超えているガス機器に対しては、ステッカー（例えば、図4-21 判定シ
ールの例）等を機器に貼付するなどして、消費者に周知を⾏う。 

また、不完全燃焼防⽌装置の付いていない開放式湯沸器及びＣＦ式・ＦＥ式湯沸器・ふろがまは、
ＣＯ中毒事故を起こす危険性があるため安全性の⾼い屋外設置型、⼜は安全装置付きガス機器への
交換をすすめること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図4-21 判定シールの例 
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（６）ＣＯ中毒事故例 

ＣＯ中毒事故の共通する要因は、住宅構造の気密化と合わせ、不完全燃焼防⽌装置の無い開放式湯沸器の
⻑時間使⽤や、ＣＦ式・ＦＥ式燃焼機器の排気筒の構造的⽋陥・不備による排気障害から発⽣している。 

● 排気筒が⽴ち上がっていないことから⾵圧帯内に設置、フィンの⽬詰まりのため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 台所の排気フード内に排気筒を設置したため 
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● 燃焼ガスにより防⽕ダンパーが作動し、排気が阻害されたため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 排気筒トップに⿃が巣を作ったため
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● 気密性の⾼い住宅で換気扇の同時使⽤をしたため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 排気筒の使⽤材料の不適合による腐⾷のため 
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● 排気筒の接続部のズレによるもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 屋外式湯沸器が物置内に設置されたため（囲い込み） 
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第５章 質量販売と保安業務 
 

 

 

質量販売の場合でも体積販売と同様に、消費設備の調査を含む保安業務（調査、周知、緊急時対応、
緊急 時連絡）の実施が課せられている。 
質量販売における消費設備の調査頻度及び項⽬などは、容器の内容積及び消費形態で異なるため、的確
に実施するためには質量販売はいかにあるべきかを理解することが必要である。 

１．質量販売のポイント 
（１）質量販売が可能な場合とは（規則第16条第13号ただし書き）

質量販売は以下の場合が可能である。 
①屋外において移動して消費する場合 
「屋外において移動して使⽤される消費設備」とは、屋台、キャンピングカー、キッチンカー等をいう。 

 

 

 

 

 

 
 

図5-1 屋台（⾞両による）の例 図5-2 お祭りの例 

②内容積20Ｌ以下の容器により消費する場合 
イ．内容積8Ｌ以下の容器（2kg容器等）を移動して消費 

例 料理飲⾷店、宴会場等 
ロ．20Ｌ以下の容器（8kg容器等）を配管に接続して消費 

例 ⼯事事務所、臨時的な少量消費先等 
 
 
 
 
 
 

 

 

図5-3 宴会場で2kg容器使⽤の例 図5-4 ⼯事事務所で8kg容器を使⽤の例 

③内容積25Ｌ以下の容器（カップリング付容器⽤弁を有するもの） 
④販売契約の締結⽇から１年以内に取引が停⽌することが明らかで、登録⾏政庁が認めた

消費の場合。 
⑤⾼圧ガス保安法の適⽤を受ける販売と不可分な消費の場合 
⑥経済産業⼤⾂が配管に接続することなく充てん容器を引き渡すことを認めた消費の場合 
⑦災害救助法（昭和22年10⽉18⽇法律第118号）第4条により供与された応急仮設住宅

で消費する場合 















75  

留 意 事 項 
❶バルク供給設備に係る点検は、特定供給設備以外のバルク供給設備の点検項⽬と頻度（規則第36条第1項第1号ロ）と、特定

供給設備の点検項⽬と頻度（規則第36条第1項第1号ニ）が定められている。 
❷バルク供給設備の点検は、次の回数（頻度）で実施する。 

１）供給開始時（全項⽬） 
２）６ヶ⽉に１回以上または1年を超えない範囲で⾏う充てん作業時 
３）１年に１回以上 
４）２年に１回以上 
５）４年に１回以上 

❸認定液化⽯油ガス販売事業者の特例措置 
１）第⼀号認定液化⽯油ガス販売事業者に限る。 
２）10年に１回以上（規則第50条第２号） 
３） ５ 年に１回以上（規則第50条第３号）但し、以下の要件を満たすこと。 

認定対象消費者が設置する燃焼器（飲⾷店以外の場合にはガス湯沸器、ガスふろがま、ガスストーブに係る燃焼器に 限
る。）の全てが以下のいずれかの要件を満たした場合。 
イ．ＣＯ警報器を設置し､ガスメーターと連動して遮断できること。
ロ．不完全燃焼防⽌装置が付けられていること。 
ハ．燃焼器が屋外式のものであること。（排気筒を屋内に設置する場合は、当該室内をイ．の基準とすること。） 

❹次回の点検の実施期限⽇に関し、消費者ごとに基準⽇を設け、その基準⽇の前４⽉以内に実施すれば、基準⽇に点検を実施した
こととみなされる。（規則第36条第１項第２号、規則第37条第２号） 

 
 
 
 
 

第６章 バルク供給設備に係る保安業務 
 

１．バルク供給設備の点検  

販売事業者には、供給設備の点検義務が課せられ、規則第19条のバルク供給設備に係る供給設備の
技術上の基準、規則第54条のバルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準に基づき設置された供給 
設備で供給する時は、液⽯法第27条（保安業務を⾏う義務）第1項第1号により、供給開始時及び定期的に
点検を⾏うことが規定されている。 

２．点検の実施者  
①保安業務は認定を受けている保安機関でなければ点検を実施することができない。 
１）保安機関の認定を受けている販売事業者が⾃ら実施する。（法第27条第3項） 
２）保安機関へ保安業務を委託する。（法第27条第2項、第 28条） 

②バルク供給に係る点検実務を⾏える者（施⾏規則第36条第1項第3号表ハ、同条第2項） 
１）液化⽯油ガス設備⼠ 

（平成12年4⽉1⽇以降の液化⽯油ガス設備⼠の再講習受講者⽂は資格取得者） 
２）販売主任者免状の交付を受けている者 

（平成12年4⽉1⽇以降に業務主任者の講習受講者⽂は資格取得者） 
３）製造保安責任者免状の交付を受けている者 
４）業務主任者の代理者の資格を有する者（平成12年4⽉1⽇以降の資格取得者） 
５）充てん作業者講習修了者 
６）保安業務員講習修了者であり、かつ、所定の経験を有する者（平成12年4⽉1⽇以降の資格取得者） 

 

３．点検項⽬及び回数  
点検項⽬毎の実施⽅法、判定基準及び実施回数に関し、特定供給設備以外については表１－１〜３に、
特定供給設備については表１－４〜５に各々記載した。 


